
2 0 2 2 年  （ 令 和 ４ 年 ） ４ 月 １ 日商工とうがね

−３−明るく 楽しく  元気よく 一歩前へ

◀千葉県感染拡大防止対策協力金▶
協力要請期間 支 給 額 申 請 開 始 申 請 期 限

2月14日(月)～
3月6日(日)

3月7日(月)～
3月21日(月)

【営業時間】 
21：00まで

【営業時間】 
21：00まで

【営業時間】 
20：00まで

【営業時間】 
20：00まで

【支給要件】
▶酒類提供：可能 ▶人数制限：4人以内

【支給要件】
▶酒類提供：可能 ▶人数制限：4人以内

【支給要件】
▶酒類提供：停止 ▶人数制限：4人以内

【支給要件】
▶酒類提供：停止 ▶人数制限：4人以内

新型コロナウイルス感染症の影響による中小企業向け支援制度のご案内
本案内は3月22日現在の情報となります。詳細な情報は各ホームページまたは商工会議所までお問い合わせください。

●千葉県飲食店感染防止基本対策確認店
●千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店

●千葉県飲食店感染防止基本対策確認店
●千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店

上記以外の店舗

上記以外の店舗

1店舗あたり
52万5千円～157万5千円

1店舗あたり
37万5千円～112万5千円

協力金の対象にはなりません

協力金の対象にはなりません

※１参照

※1参照

【千葉県感染拡大防止対策協力金】
千葉県感染拡大防止対策協力金コールセンター
電話番号 ： ０５７０－７８３９３９
※過去の協力金（第１弾～第１４弾）と電話番号が異なります。
受付時間 ： 9：00～18：00（土・日・祝日を含む）

【千葉県感染拡大防止対策協力金特設サイト】
URL：https://chiba-inshokukyouryokukin.com/
※過去の協力金（第１弾～第１４弾）とアドレスが異なります。

【千葉県飲食店感染防止基本対策確認店】
千葉県飲食店調査事務局
電話番号 ： 043（239）6236
受付時間 ： 11：00～20：00（土・日・祝日含む）

【千葉県飲食店感染防止対策認証事業認証店】
千葉県飲食店認証事務局
電話番号 ： 043（307）9003
受付時間 ： 10：00～18：00（土・日・祝日除く）

第16 弾

第17 弾

営業短縮協力要請時間他
　  

各
問
合
せ
先

3月7日(月)

3月28日(月)

4月21日(木)

5月12日(木)

※申請要領は当所窓口にて配布しております。

※申請要領は当所窓口にて配布しております。

※計算に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金等は、
各月の事業収入から除きます。ただし、対象月中に地方公共団体による時短要請等に応じており、それに伴う協力金等を受給す
る場合は、「対象月中に時短要請等に応じた分」に相当する額を、対象月の事業収入に加えます（給付額の算定においても同じ）。

※1  2018年11月～2019年3月/2019年11月～2020年3月/2020年11月～2021年3月のいずれかの期間（基準月を含む期間であること）

※2  基準月を含む事業年度の年間売上高

★当所会員は電話による“簡略化”の事前確認が
　できます。

　東⾦商工会議所  　0475（52）1101TEL

※１ 【重要】営業実態要件　令和3年10月25日以降、営業実態があること（当該期間において全て休業するなど、営業実態がないと判断される場合は対象外とする）。

千葉県感染拡大防止対策協力金の不正受給は犯罪です！
▶不正受給と判断されると…・支援金の金額に、不正受給の日から返還の日まで、年利 10.95％の割合で算定した加算金を合わせて請求します。

・不正の内容が悪質な場合は、刑事告訴を行います。

千葉県からの注意


